
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「豚熱における特定家畜伝染病防疫指針」に基づき農林水

産省に提出した「ワクチン接種プログラム」について、農林水産省

の確認が完了し、これを受けて、本日、9月25日、家畜伝染病

予防法第６条第１項の規定に基づき、県知事が飼養豚等へ

の豚熱ワクチン接種を命令する告示を行いました。 
 

【ワクチン接種プログラムの概要】 

  ・対象区域           山形県の全域 

  ・初回接種の開始予定日  令和２年 9月 29日 

  ・接種対象           97農場 193,000頭（R2.9.16現在） 

  ・接種の進め方         県南部の置賜地域から順次開始 

 
   

 なお、管内の初回接種は、10 月下旬を予定してます。

具体的な対応については、個別にご説明等致しますの

でよろしくお願いします。 
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《本日告示》  

飼養豚等への豚熱ワクチン接種を開始 

最上家畜保健衛生所 電話：０２３３－２９－１３５７                

（休日・夜間も対応） 
 


